
利用方法には以下の２種類があります。 

１０／１３（火）から受付再開予定 

（但し、９月議会で補正予算が成立することが条件） 

 

 

 

 

 

※１利 子 補 給…申込者は年度末に支払った利息分を県に請求してください。 

※２無利子融資…申込者は元金のみの返済です。（利息相当額は県が直接、金融機関に支払います。） 

[対象者]  県内に居住又は居住予定の個人 

[融資額]  上限２００万円 

[注 意]・予算の範囲内で受付します。 

・別途、各金融機関が定める保証料が必要な場合があります。また、貸付にあたっては
各金融機関による審査が必要です。 

       ・遅くとも平成２２年３月３１日までに、金融機関から融資を実行（裏面フロー図④参
照）していただく必要があります。 

 

 

必要書類を添えて、各金融機関の本・支店にお申し込み下さい。 

（書類の提出は後日でも可能です。まず、各金融機関で受付を行って下さい。） 

（必要書類） 

①裏面の「融資申込み」の書類（県指定の書類は県ホームページ「エコなら」より入手できます。） 

②各金融機関の融資を受けるのに必要な書類（各金融機関にお問い合わせ下さい。）       

 

 

詳細は県ホームページ「エコなら」をご覧

になるか県環境政策課、又は各金融機関に

お問い合わせ下さい。 

 

 

県では太陽光発電設備の設置を促進させるため、個人を対象に指

定金融機関で融資を受けられた際の利息を全額補助する制度を

実施します。 

 〒６３０－８５０１奈良市登大路町３０番地  

奈良県景観・環境局 環境政策課 地球環境係 

     TEL：０７４２－２７－８７３３(直通) 

FAX：０７４２－２２－１６６８ 

ホームページ「エコなら」：http://www.eco.pref.nara.jp 

奈良信用金庫 

           大和信用金庫          

奈良中央信用金庫 

無利子融資（償還期間：最長１５年）

※ 2 

申込み方法 

                      南都銀行 

            奈良県農業協同組合 

利 子 補 給（償還期間：最長１０年） 

※ 1 

（償還期間：最長１０年６ヶ月）



 

 

 

 

【 利 子 補 給 の 場 合 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 無 利 子 融 資 の 場 合 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書類名       入手先等 

・工事請負契約書又は売買契約書 ※原本 設置工事者等 

・設置に係る内訳書       ※原本 設置工事者等 

・納税証明書[３ヶ月以内のもの] 

（県税全税目について滞納のないこと）※原本
各県税事務所 

①融資申込み 

・J-PEC※発行の交付決定通知書  ※原本 J-PEC 

・電力受給契約書        ※原本 電力事業者 
③工事完了 

・工事完了届           利子補給第３号様式 

・利子補給交付申請書 利子補給第６号様式 

・利子補給交付請求書 利子補給第９号様式 

（年度末に県に直

接、提出） 

⑤補給金申請・

請求 

・償還予定表の写し        ※写し 金融機関 

       書類名      ※全て原本 入手先等 

①融資申込み （利子補給と同様） （利子補給と同様） 

・電力受給契約書 電力事業者 
③工事完了 

・工事完了届 第３号様式 

   金融機関 

    利用者 

①融資申込み 

③工事完了 

②融資決定 

④融資実行 

窓 口 と 必 要 書 類

※J-PEC：太陽光発電普及拡大センター（国の補助金交付団体）

   金融機関 

   県 

①融資申込み 

③工事完了 

⑤補給金申請・請求 

②融資決定 

④融資実行 

⑥補給金支払い 

    利用者 


